
（１）食品衛生システムにログインし、地位承継届の届出をクリック。 

※ログイン ID を持っていない場合は、ID を作成してから作業を行ってください。 

 （営業を引き継ぐ方のログイン ID を使用すること。元営業者の ID は使用しないで下さい！） 

 

（２）営業者地位承継届一覧の画面を下にスクロールし、新規登録をクリック。 

 

（３）該当する届出の種類（相続、合併、分割）を選択する。 

下にスクロール 

相続：営業者死亡に伴い相続する場合 

合併：法人を吸収合併する場合 

分割：法人を分割する場合 



（４）営業を引き継ぐ方（事業者）の情報を入力する。 

 ①「相続」の場合 

 

 

 

 

ログイン ID を間違えていないか 

営業を引き継ぐ側（事業者）の 

情報になっていることを確認する！ 

相続の場合は、続柄を記入する 

被相続人（引き継がれる側）の

情報を入力する。 

※この情報を元に保健所が 

該当する営業施設情報を 

探し出して紐付けしますので 

可能な限り記入して下さい。 

青色欄になっていますが 

どちらかの書類の添付が 

必須ですので注意！！ 

戸籍謄本または相続情報一覧図に記載されている 

相続可能な方（法定相続人）全員分の「同意書」の 

添付が必要です（添付できない場合は、適当なファイルを 

添付して、同意書や戸籍謄本は保健所に郵送して下さい）。 



 ②合併・分割の場合（（３）のチェックで、①の被相続人欄が以下のように変わっています） 

  合併により消滅する（吸収される）法人、分割前の法人情報を入力する。 

 

 

 

 

 

（５）営業施設情報欄の「追加」をクリックする。 

 

 

 

 

 

合併または分割し、該当する営業を譲り受けることが 

記載されている登記事項証明書（履歴事項全部証明）を 

添付（または郵送）してください 

引き継ぐ施設の情報を入力していない状態で 

「登録」をクリックしないで下さい。 



（６）引き継ぐ営業施設の情報を入力し、登録をクリックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き継ぐ施設の営業許可情報を入力します 

（例）飲食と菓子の２許可を所有していたが 

   飲食しか引き継がない場合は 

   飲食の許可情報のみ入力する。 

   全て引き継ぐ場合は「＋」ボタンで 

   欄を必要分増やして入力する。 

  （許可番号と許可年月日は入力必須です） 

 

食品衛生責任者は青色欄になっていますが 

実際は必須項目扱いになっていますので 

氏名、ふりがな、資格の欄を入力してください 

必須事項を全て入力したら 

登録ボタンをクリックする 

営業許可証を 

見て下さい 



（７）営業者地位承継届のページに戻ってくるので、営業施設情報が反映されていることを 

  確認し、問題がなければ登録ボタンをクリックして申請を終了する。 

 

（８）申請内容に問題がなければ、保健所で受理して終了となります。 

  内容に修正が必要であれば、差し戻されますので、指示に従って修正し、再申請して下さい。 

下にスクロール 

施設情報の登録が済んでいれば 

この欄に反映されているはずです 


